
 

 

 

1.グリーストラップとは 
飲食店などの厨房施設から排出される油脂分を阻集・貯蔵して除去する装置で、油脂分を分解・処

理するものではありません。また、油脂分を分解する薬剤等の使用、攪拌するばっ気装置の設置およ

び高温排水の流入などはグリーストラップの機能を阻害するため行ってはいけません。 

グリーストラップの適切な維持管理をしなければ、汚水管を詰まらせ汚水処理機能を低下させるな

ど宅内の排水設備及び公共下水道施設に影響を及ぼします。 

 

2.グリーストラップの構造と維持管理 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※清掃により発生した油脂類は産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。 

※上記によらずグリーストラップ内の状況に応じて適正に清掃を行ってください。 

 

3.下水道に排除する下水の水質基準 
下水道施設を保全し下水の適正な処理を行うために、下水道法及び砥部町公共下水道条例により、

動植物油脂類の排除基準が定められています。 

 

 

 

※基準値を大幅に超えている場合は、保健所への報告をさせていただく場合があります。 

【注意】 
維持管理状況については、町が定期的に確認させていただきます。 

なお、水質基準を超える汚水を流したことにより公共下水道の施設を損傷した場合は、その改修工

事に要する費用の一部または全部を負担してもらう場合があります。排水設備の適正な維持管理、廃

液の回収などを適切に行い、汚水の水質基準を遵守してください。 

 

 

下水道法及び砥部町公共下水道条例に基づく排除基準値 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）1ℓにつき 30㎎以下 

グリーストラップの定期的な清掃をお願いします。 

砥部町上下水道課下水道工務係 電話 089-962-6363 

仕切り板 

②油分(グリース)  
水面に浮いている油分や
ゴミは週 3回程度除去し
てください。 

 

1 槽目 2 槽目 3 槽目 

 

③汚泥  
底に溜まった汚泥
(沈殿物)は、月 1
回程度除去してく
ださい。 

 

④トラップ  
トラップ内部は2ヵ
月に1回清掃してく
ださい。 
3 槽目に油が浮いて
いればすぐに清掃が
必要です！！ 

 

①ゴミ  
バスケットに
溜まったゴミ
は毎日掃除し
てください。 

 

厨房等から 

公共下水道へ 


